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※なお、以下の資料は平成26年度の事業に関するものである。【古河市】
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足立区生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱 

 （目的） 

第１条 本事業は、貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援

を推進することを目的とする。 

（実施主体） 

第２条 本事業の実施主体は、足立区（以下「区」という。）とする。ただし、本事業の

趣旨を理解し、事業を適切、公正、中立かつ効率的に実施することが期待できる社会福

祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人、その他区が適切と認める

民間団体に事業の全部又は一部を委託することができる。 

（事業内容） 

第３条 本事業は、生活保護受給者世帯を含む生活困窮世帯の子どもを対象として次に

掲げる取組等を実施する。この場合においては、本事業の目的の範囲内において、地域

の実情に応じて柔軟に実施するとともに、創意工夫により効率的・効果的に実施する。 

（１） 学習支援

学校の勉強の予習・復習及び宿題等学習の習慣づけ等を行うこと。

（２） 居場所の提供

日常生活習慣の形成、社会性の育成、簡易な食事の提供等、子どもが安心して

通える場所を提供すること。 

（３） 高校進学支援

高校受験のための進学支援及び進学に必要な情報提供

（４） 家庭への訪問支援

家庭訪問による個別の相談を実施すること。

（５） 親に対する養育支援

子どもの養育に必要な知識及び進学に必要な資金的支援の情報を提供するこ

と。 

（６） その他貧困の連鎖の防止に資すると認められた支援

（留意事項） 

第４条 本事業の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。 

（１） 関係機関との連携、特に教育委員会及び学校との連携・調整を行うこと。

（２） 必要に応じて、子どもと保護者の双方に必要な支援を行うこと。

（３） 本事業を通じ、複合的な課題を抱える保護者等を自立相談支援事業等につなげ

ることが必要となる場合は、的確にこれを行うこと。

（４） 関係機関と個人情報を共有する場合は、本人から同意を得ておくこと等、個人

情報の取扱いについて適切な手続を踏まえること。

 （補則） 

第５条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項は、福祉部長が別に定

める。 

【足立区】
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付 則（２７足福支第５３６号 平成２７年１０月３０日 区長決定） 

この要綱は、決定の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 
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